
（＊1）各種控除には、配偶者（特別）控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・扶養控除・
特定親族特別控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・
寄附金控除などがあります。

（＊2）扶養状況は、ご家族の令和７年分源泉徴収票や確定申告書で確認してください。

受付期間 ２月９日（月）～３月16日（月）
申告受付が始まります！！申告受付が始まります！！
市民税・県民税の申告が必要かどうか確認してみましょう1
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令和８年１月１日現在で
住民登録のある市区町村
へお問い合わせください。

市内在住の方の税法上の
扶養に入っていますか？

（＊２）

令和７年１月１日から12月31日までの
収入の状況は？

公的年金収入のみ
（遺族年金・障害年金を除く）

▼ 65歳以上で年間受給額が148万円以下
　または

▼65歳未満で年間受給額が98万円以下

また、上記を超える年間受給額で
各種控除を追加（＊１）しない場合

給与収入のみ
勤務先から市に「給与支払報告書」が
提出（勤務先へ要確認）されており
各種控除を追加（＊１）しない場合

▼遺族年金・障害年金・雇用保険の失業
手当などの非課税収入以外に収入がな
い方

▼個人年金保険を受け取っている方

上記以外
・公的年金・給与以外の収入がある
・各種控除を追加する（＊１）
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